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１ 第３期都筑区地域福祉保健計画の基本的な考え方

〇 基本理念と目指す姿

基本理念： 人と人との「であい ささえあい わかちあい」

目指す姿： 「であいが広まり、お互いにささえあい、地域がもつ力

をわかちあえる地域づくり」

都筑区では、人と人との「であい ささえあい わかちあい」を基本理念として平成

18年に地域福祉保健計画を策定してから10年が経ち、地域の方が福祉保健課題につい

て話し合う地域懇談会の開催や子ども、高齢者が集まるサロンなど、様々な取組が広が

ってきました。地域での活動が広まっている一方で、高齢者が多くなっているなど、今

後、支援が必要な人は増えていくと考えられ、地域での見守り体制や課題解決に向けた

取組が一層重要になっていきます。

平成28年度から取り組む第３期都筑区地域福祉保健計画（～平成32年度）において

もこれまでの基本理念を引き継いでいくとともに、誰もが地域活動や行事等に参加する

など「であいが広まり、お互いにささえあい、地域がもつ力をわかちあえる地域づく

り」を目指していきます。

〇 取組の方向性

第３期都筑区地域福祉保健計画（以下、「第３期計画」）は、都筑区の特徴や魅力でも

ある緑道、公園などの豊かな地域資源を活かしながら、お祭り、体育祭などの地域行事

や様々な活力をつないでいくことを目指して策定しています。

第１章 第３期都筑区地域福祉保健計画の概要

地域福祉保健計画とは

社会福祉法において、市町村が「地

域福祉計画」を定めることになってい

ます。

横浜市では、「福祉」と「保健」は誰

もが住みなれた地域で安心して暮らす

ことができるまちをつくるという目指

す姿が同じであり、また、一体的に推

進することが幅広い市民参加につなが

ることから、「地域福祉保健計画」とし

ています。

地域福祉保健計画は、課題解決に向

けて、区民、事業者、行政が協働で取

り組む計画です。
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統計データや区民意識調査を踏まえると、「子ども・青少年」、「高齢者」、「健康づ

くり」の分野に特徴がみられ、今後、取組の重要性は増していくものと考えています。

「子ども・青少年」、「高齢者」、「障害者（障害児を含む）」、「健康づくり」の各分野

に取り組むとともに、「地域福祉保健計画を推進する基盤づくり」を進めていきます。

統計データでは

① 15歳未満人口の割合が高く、今後も現在の水準を維持する

② 65歳以上人口が増え続け、今後 15歳未満人口を上回る と予測

③ 高齢化に備え、健康寿命延伸の観点から、健康づくり※が重要

※運動習慣の定着、健康的な食生活、健康診断の受診、社会参加など

地域懇談会・区民意識調査結果から

④ 地域活動の担い手不足や地域における人と人とのつながりの希薄化が課題

○ 個人や家族でできること（自助）と地域や仲間で支え合いながらできること（共助）の重要性

福祉保健分野において、自分でできることに主体的に取り組む「自助」が注目されて

きています。

また、人々が抱える様々な生活課題を地域課題として共有し、身近な地域などのつな

がりで支え合う「共助」も一層重要となっています。「共助」からは地域の安心感、信

頼感が生まれ、そこに参加する方の個人の生きがいや健康にもつながります。

これらの「自助」「共助」に、必要な公的サービスを提供する「公助」が適切に組み

合わさり、それぞれの効果が相乗的に発揮されることで、誰もが健やかで安心して生活

できる地域づくりが進むよう、取り組みます。

自助・共助・公助の考え方とそれを活かした地域づくり

８ページ参照

８ページ参照

それぞれが力を発揮し

て相乗効果を生み出す

地域づくり

自助
個人
家族・親戚

公助
自治体・国
社会保険

共助
友人・知人

近隣・地域社会

グループ・団体
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２ 計画の構成

第３期計画は、「区計画」と「地区別計画」で構成されています。

〇 区・区社会福祉協議会・地域ケアプラザによる一体的な推進

第３期計画は、都筑区と都筑区社会福祉協議会、地域ケアプラザ（平成28年現在、

５か所）が共通の基本理念・目指す姿のもと、地域福祉保健の事業に一体的に取り組み、

計画を推進していきます。

※都筑区社会福祉協議会と地域ケアプラザの役割や取組は６，７ページを参照

〇 地域福祉保健計画推進委員会

都筑区地域福祉保健計画の推進にあたっては、様々な関係者の連携が必要不可欠です。

そのため、都筑区の福祉、保健、医療等の関係者で構成された「都筑区地域福祉保健計

画推進委員会」（以下、「委員会」）が、計画の実施状況を把握し、今後の推進に向けて

意見交換を重ねてきました。第３期計画においても、この体制を引き継ぎます。

また、第３期計画の取組分野である「子ども・青少年」、「高齢者」、「障害者」、「健康

づくり」について、より具体的な議論を交わし、効果的な取組を推進するため、委員会

の下にそれぞれの分野について検討する場を設けます。

地域福祉保健計画の推進体制

※既存の組織の活用も含む

都筑区地域福祉保健計画

推進委員会

「障害者」について検討する場

「高齢者」について検討する場

「子ども・青少年」について検討する場
地域における活動

地域における活動

地域における活動

地域における活動

地域における活動

地域における活動

区役所

区社会福祉協議会

地域ケアプラザ

意見交換

意

見
交
換

「健康づくり」について検討する場 地域における活動

地域における活動

把握

区・区社会福祉協議会・地域ケアプラザが主体となってともに進める取組

「地区別計画の活動を支える取組」や、地域の方が主体の活動だけでは解決できない課題に
目を向けた「区域全体の福祉保健の共通課題解決に向けた取組」を基本とします。

地域の課題に対して地域の方が主体となって進める取組

日頃の生活で感じている課題のうち、福祉保健に関するものを中心とし、地域主体で解決
を図っていくことを基本とします。

区計画

地区別計画

都 筑 区 地 域 福 祉 保 健 計 画

（１）区計画について
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（２）地区別計画について

地区別計画は、地域の特性に応じた福祉保健課題にきめ細かく対応していくために、

連合自治会町内会（以下、「地区連合」）及び地区社会福祉協議会（以下、「地区社協」）

のエリアごとの目標や取組内容を盛り込んだ行動計画です。

地区別計画のエリアは、組織的な活動が地区連合

エリアで展開されていること、地区連合エリアごと

に地区社協が組織されていること、などから、

地区連合・地区社協エリアとしています。

第３期計画では、これまでの成果を踏まえて、

さらに地区連合と地区社協が一体となり、主体

的に課題解決に取り組んでいくことが大切だと

考えています。

この地区別計画については、地区連合・地区

社協エリアごとにその計画の内容と地域の特徴

を掲載した小冊子を作成し、配布をしていきます。

３ 第２期計画までの取組・成果

平成18年度に策定した第１期計画では、人と人とがつながるきっかけである「であ

い」をつくり、その基盤の上に「ささえあい わかちあい」ができるような人のつなが

り、場、機会を広げていくことを目指して取組を進めました。その成果として、地域の

活動を紹介する計画発表会や地域懇談会を開催することにより、地域福祉保健の課題解

決のための情報共有や話し合いの場として定着しました。また、「つづき あい基金」の

設置により、多くの区民・団体等が協働した地域福祉保健計画の推進につながりました。

平成23年度からの第２期計画では、第１期で定着した話し合いの場などを活かして

つながりづくりが進みました。また、東日本大震災の経験を活かし、必要な人に必要な

支援を届けるため、全ての地区連合で災害時要援護者支援事業「つづき そなえ」に取

自治会町内会

市内でも自治会町内会の加入率が

低い都筑区ですが、加入しやすい環

境づくりを進めてきたことで、加入

率は上昇傾向にあります。

都筑区社会福祉協議会については６ページを参照

地区社会福祉協議会

都筑区には 15 の地区社協があります。地区

社協は「自分たちの地域は自分たちで良くして

いこう」という思いからつくられた、地域で福

祉活動をしている方の集まりで、最も身近な社

会福祉協議会です。

地区社協（15地区）

個別

生活支援

福祉活動

支援
啓発・広報

福祉教育

都筑区社会福祉協議会

連絡調整
相談援助

情報提供

福祉活動の

助成・支援

連

携
支

援
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り組むなど、顔の見える関係づくりが進められました。その他、地域における福祉保健

の取組や活動を紹介する「つづき あい通信」の発行により、さらに情報共有が進みま

した。

こうした地域の取組による顔の見える関係やつながりづくりを通じて、地域の方々に

よる子育て・高齢者サロンの開催や小規模のボランティア、健康づくりなど、主体的な

活動が進んできています。

平成 28 年度からの第３期計画では、平成 22 年に区独自に策定した都筑区こども・

青少年育成計画と地域福祉保健計画を一本化し、地域の福祉保健課題解決に関する取組

を一体的に推進します。

「つづき あい基金」助成金

地域の福祉保健に関する課題解決に向けた活動を

行う団体を支援することを目的に、チャリティーゴル

フ大会の収益金等を基に区独自に設置した基金で、都

筑区社会福祉協議会が運営しています。

これまで多くの団体が支援を受け、活動に取り組ん

でいます。

都筑区こども・青少年育成計画

「こども・青少年が健やかに育ち、子育てがしやすいと実感できるまち 都筑」を基本理

念として策定された、都筑区独自の計画です。

平成27年度までの計画期間中、①キャラバン隊による外遊び、②命の授業、③公立保育園

育児支援、④赤ちゃんふれあい体験、⑤中学校区ごとの取組への支援、⑥子育て支援ネット

ワークの形成 など、多くの取組成果がありました。

第１期地域福祉

保健計画

第２期地域福祉

保健計画

第３期地域福祉

保健計画

都筑区こども・青少年育成計画

平成18～22年度 平成23～27年度 平成28～32年度

平成22～27年度

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

見守り

財政的
支援

第２期計画（H23～27）第１期計画（H18～22）

成果発表・
情報共有

検討・
推進の場

【参考】

H16～ 地域懇談会の開催（地区連合エリアごと）

各年度の地区別計画振り返りを実施

つづき あい基金助成金

災害時要援護者支援事業 「つづき そなえ」

地域福祉保健計画発表会

地域福祉保健活動 100選

地域福祉保健計画発表会 「つづきあいフォーラム」
※都筑区こども・青少年育成計画発表会と合同開催

地域福祉保健計画情報誌 「つづきあい通信」

都筑区マスコットキャラクター

「つづき あい」
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◇都筑区社会福祉協議会とは◇
都筑区社会福祉協議会（以下、「区社協」）は、社会福祉法で「地域福祉の推進を図る」事を

目的に組織された地域の住民や団体・施設が会員として加入している民間の福祉団体です。
区社協の目的は、福祉のまちづくりを目指して地域福祉活動を進めることであるため、「自主

性」と「公共性」という性格を持っています。
区社協は、地域の福祉課題をみんなの課題とし、地域のみんなで話し合い、計画的に解決に

向かうよう取り組んでいます。

＜区社協の活動＞

●福祉サービス活動

・送迎サービス
公共交通機関の利用が困難

な高齢者や障害者の方を対象
に地域のボランティアの運転
による送迎サービスを実施し
ています。

・あんしんセンター
高齢者・障害者の方々へ福祉サ
ービス利用援助・金銭管理等の
権利擁護事業を行います

・生活福祉資金の貸付事業

●基本となる活動

・都筑区福祉保健活動拠点（かけはし都筑）の運営：福祉団体等への活動の場の提供
・福祉保健活動団体への支援：ふれあい助成金や善意銀行配分金等
・ボランティアセンター：ボランティアに関する相談や受付、育成のための講座の開催、

ボランティア保険の手続き等
・福祉教育や啓発活動 ・障害児者支援事業 ・地域福祉保健計画の推進

●地域支援の活動

・身近な地域のつながり・支えあい活動推進事業
地域にお住まいの要援護者の方々等の個々の困

り事を、地域の課題として捉え、地域の方々が共
に考え、解決に向かうために、より身近な範囲で
の「つながり」や「支えあい活動」を地域ケアプ
ラザとともに進めます。

・地区社会福祉協議会を中心に地域活動の支援
地区社会福祉協議会（以下、「地区社協」）の

運営や活動の相談、情報提供・活動費の助成、
研修会の開催など

区社協マスコット「ゆいぴー」

●第 2期計画の取組・成果～地域福祉活動計画の推進～

区社協は、第２期地域福祉保健計画の一環で、「テーマ別（ボランティア・障害児者・
高齢者・子ども）活動計画」と「地区社協版の活動計画」として、モデル地区社協５地区
の推進に取り組みました。
テーマ別計画では、障害者団体の方々による理解促進のため、バッチを活用した啓発活

動やボランティアによる PR活動等を進めました。
各モデル地区社協では、地域住民全世帯対象の意識調査や地域の活動団体の把握を実施

するなど、地域のニーズを把握し計画を策定しました。その結果「ちょこっとボランティ
ア」などの助け合いや見守り活動、サロン活動の実施に結び付くなど、この５年間で地域
福祉の環境づくりや地域での福祉活動が広がりを見せ、活発になりました。
これらの活動計画の取組は、第 3期都筑区地域福祉保健計画にも反映しています。
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◇地域ケアプラザとは◇
地域ケアプラザは、誰もが住み慣れたまちで、安心して暮らせる地域をつくっていくための拠点とし

て、地域の福祉・保健活動を支援し、福祉・保健サービス等を身近な場所で総合的に提供する施設です。
そのほか、地域の皆さんの福祉・保健活動等の支援や交流の場、地域の身近な相談窓口としてもご利

用いただけます。

●福祉・保健の相談・支援（地域包括支援センター）
地域の身近な相談窓口として、福祉・保健の

専門の相談員が相談を無料でお受けし、情報提
供や関係機関との連絡調整を行います。
また、地域ケアプラザは地域包括支援センタ

ー機能を持ち、介護保険の認定申込の受付や、
高齢者の生活全般にわたる幅広い相談を承りま
す。

●区内地域ケアプラザと担当エリア
地域包括支援センター機能は、担当エリアが決まっています。

高齢者の一人暮らしで心配

【中川】

電話：910-1512

担当：大棚町、大棚

西、牛久保東、牛久

保西、牛久保、牛久

保町、中川、中川中

央、あゆみが丘

【東山田】

電話：590-3788

担当：東山田町、東

山田、南山田町、南

山田、北山田、すみ

れが丘

【新栄】

電話：592-5265 

担当：早渕、新栄町、

勝田町、勝田南、茅

ケ崎東、茅ケ崎南、

茅ケ崎中央、茅ケ崎

町

【葛が谷】
電話：943-5951

担当：大熊町、川向町、

折本町、東方町、仲町

台、桜並木、平台、長

坂、葛が谷、高山、荏

田東町、荏田東、大丸、

荏田南町、荏田南

【加賀原】
電話： 944-4641

担当：見花山、富士見

が丘、二の丸、加賀原、

川和町、川和台、池辺

町、佐江戸町

●地域活動交流

地域交流コーディネーターが地域のさまざまな活動を支援します。
また、各種イベントや講座、ボランティア活動の調整などを行ってい
ます。地域の皆さんの福祉・保健活動等の支援や交流の場として、多
目的ホール等の各部屋をご利用いただけます。

●福祉・保健サービス
高齢者デイサービスなど、

地域のニーズにあった福祉
保健サービスを提供します。
（提供するサービスは各ケ
アプラザで異なります。）

ボランティアの活動

場所はないかな？

子どもと一緒に講座

に参加したいな

①
介護予防に関する情報提
供や、介護予防ケアプラ
ンを作成します。

②
介護保険や公的な制度の
案内のほか、様々な相談
をお受けします。

③
高齢者の権利擁護等につ
いて相談をお受けします。

④
ケアマネジャー支援や医
療機関との連携を進めま
す。

介護保険について

教えてほしい

東山田

新栄

加賀原

葛が谷

中川

●第 2期計画の取組・成果
第２期計画では、「顔の見える地域づくり」「幅広い区民参加で活動や取

組の輪を広げる」「必要な人に支援が届く仕組みづくりや取組を進める」を
目標に掲げ、取組を進めました。
個別の支援や自治会町内会等の行事への積極的な参加、定期的な広報に

一つ一つ取り組んだ結果、地域の方との顔の見える関係づくりが進んだほ
か、総合相談の受付も増加し、地域の身近な相談窓口として定着しました。
また、地域の見守りネットワークや元気づくりステーションの立ち上げ

支援に取り組み、その結果、地域の方々が主体的に地域課題について話し
合ったり、介護予防に取り組む環境づくりが進みました。

社会福祉士

保健師等 主任ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ
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